
豊岡市街区基準点管理保全要綱 

平成20年２月19日豊岡市告示第39号 

改正 令和７年３月17日豊岡市告示第66号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、国土交通省の都市再生街区基本調査により設置され、国土

交通省が所有し、管理保全のみ移管を受けた測量基準点（以下「街区基準点」

という。）の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において市が管理保全する街区基準点とは、都市再生街区基本

調査により設置された街区三角点及び街区多角点であって、かつ、永久標識を

設置したものをいう。 

２ 前項の街区三角点は、国土交通省公共測量作業規程（平成 28 年３月 31 日国

国地第 190 号）の規定による２級基準点相当とし、同項の街区多角点は、同規

定による３級基準点相当とする。 

（街区基準点の使用手続） 

第３条 街区基準点を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、あら

かじめ街区基準点使用承認申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請を承認したときは、街区基準点使用承認書（様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、街区基準

点使用承認書を常時携行し、関係人から請求があった場合は、速やかにこれを

提示するものとする。 

４ 使用者は、街区基準点を使用したときは、街区基準点使用報告書（様式第３

号）により速やかに市長に報告するものとする。 

（街区基準点の包括使用手続） 

第４条 前条第１項の規定にかかわらず、街区基準点を使用しようとする土地家

屋調査士会は、あらかじめ街区基準点使用包括承認申請書（様式第４号）を市

長に提出するものとする。 



２ 市長は、前項の申請を承認したときは、街区基準点使用包括承認書（様式第

５号）により土地家屋調査士会に通知するものとする。 

３ 前項の規定により承認を受けた土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士

（以下「包括承認使用者」という。）は、土地家屋調査士会員証を常時携行し、

関係人から請求があった場合は、速やかにこれを提示するものとする。 

４ 包括承認使用者は、街区基準点を使用したときは、街区基準点使用包括報告

書（様式第６号）により速やかに市長に報告するものとする。 

（街区基準点の現況報告） 

第５条 使用者及び包括承認使用者は、測量に際し街区基準点の現況を街区基準

点現況報告書（様式第７号）により市長に報告するものとする。 

（街区基準点座標証明書の交付） 

第６条 街区基準点座標証明書の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」

という。）は、街区基準点座標証明書交付申請書（様式第８号）を市長に提出す

るものとする。 

２ 市長は、前項に規定する申請を受領し、交付申請者に交付する際、豊岡市手

数料条例（平成 17 年豊岡市条例第 62 号）別表第４に定める街区基準点座標証

明書の交付手数料を徴収するものとする。 

（測量成果及び測量記録の閲覧等） 

第７条 測量成果及び測量記録の閲覧をしようとする者（以下「閲覧申請者」と

いう。）は、街区基準点の測量成果及び測量記録閲覧申請書（様式第９号）を市

長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する申請を受領し、閲覧申請者に閲覧させる際、豊岡市

手数料条例（平成 17 年豊岡市条例第 62 号）別表第４に定める公簿、公文書又

は図面の閲覧手数料を徴収するものとする。ただし、市ホームページに登載し

ている測量成果及び測量記録の閲覧については無料とする。 

３ 市長は、閲覧申請者の申出により閲覧資料の写しを交付する場合は、閲覧申

請者に交付する際、豊岡市情報公開条例施行規則（平成 17 年豊岡市規則第６号）

第 11 条第１項第１号の規定の例により、当該写しの作成に要する費用の額を複

写料として徴収するものとする。 



（街区基準点付近での工事施工の届出） 

第８条 次に掲げる工事を施工しようとする者（以下「工事施工者」という。）

は、あらかじめ街区基準点付近での工事施工届出書（様式第10号）を市長に提

出し、市長の指示に基づき街区基準点の保全について必要な措置を講じるもの

とする。 

⑴ 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事 

⑵ 杭打ち又は杭抜き工事等の振動が街区基準点に影響を及ぼすと判断される

工事 

⑶ その他街区基準点の効用に支障を来すと思われる工事 

２ 街区基準点付近での工事が完了したときは、工事施工者は、速やかに街区基

準点付近での工事完了報告書（様式第11号）を市長に提出し、検査を受けるも

のとする。 

３ 街区基準点付近での工事により、街区基準点の効用に支障を来した場合は、

工事施工者は、市長との協議後、街区基準点復旧承認申請書（様式第12号）を

市長に提出するものとする。 

４ 市長は、前項の申請を承認したときは、街区基準点復旧承認書（様式第13号）

により工事施工者に通知するものとする。 

（一時撤去及び移転） 

第９条 街区基準点を一時撤去し、又は移転しようとする者（街区基準点の設置

されている土地又は建物の所有者又は管理者（以下「土地所有者等」という。）

を除く。以下「撤去等申請者」という。）は、あらかじめ街区基準点（一時撤

去・移転）承認申請書（様式第14号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請を承認したときは、街区基準点（一時撤去・移転）承認

書（様式第15号）により撤去等申請者に通知するものとする。 

３ 土地所有者等の都合により街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生

じた場合は、土地所有者等は、街区基準点（一時撤去・移転）請求書（様式第

16 号）を市長に提出するものとする。 

（機能の回復） 

第10条 街区基準点の一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を



来した者は、当該街区基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果

を修正するものとする。この場合において、同一構造による設置が不可能な場

合は、市長と協議のうえ、これを変更することができるものとする。 

（機能回復の施工者） 

第11条 街区基準点を移転し、又は復旧する工事（以下「移転等工事」という。）

は、原因者が行うものとする。ただし、第９条第３項の請求があった場合は、

市長が行うものとする。 

２ 移転等工事に伴う測量成果の修正に必要な手続きは、測量法第36条、第37条

第３項、第40条その他関係法令に基づき市長が行うものとするが、測量実務は

工事施工者が行い、手続き上必要な測量成果品一式を作成するものとする。 

（移転等工事） 

第12条 撤去等申請者は、移転位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市

長と協議するものとする。 

２ 街区基準点は、既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合

は、市長と協議するものとする。 

３ 移転等工事が完了したときは、撤去等申請者は、速やかに街区基準点移転等

工事完了報告書（様式第17号）を市長に提出するものとする。 

４ 市長は、前項の報告書が提出されたときは、14日以内に検査するものとする。 

５ 撤去等申請者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を

受けるものとする。 

（費用の負担） 

第13条 街区基準点の移転等工事に要する費用（既設の街区基準点の取り壊し費

用を含む。）及び街区基準点の測量作業に要する費用は、第９条第３項の請求

による場合を除き、原因者の負担とする。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月17日豊岡市告示第66号） 



この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

街区基準点使用承認申請書 
 

  年 月 日  

 

 豊岡市長 様 

 

               申請者 住  所 

                   氏  名            

                   電話番号 

 

豊岡市街区基準点管理保全要綱第３条第１項の規定により街区基準点の使用

について、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

使 用 目 的  

使 用 期 間   年 月 日から   年 月 日まで（  日間） 

測 量 地 域  

使 用 す る 

街 区 基 準 点  
（計  点） 

測 量 方 法  

測

量

計

画

機

関 

名   称  

代表者氏名  

所 在 地 

 

 

℡ 

測

量

作

業

機

関 

名   称 
 

 

担当者氏名 
 

 

所 在 地 

 

 

℡ 

備 考 
 

 

公印の押印要否 街区基準点使用承認書に市長印の押印は（ 必要 ・ 不要 ） 



様式第２号（第３条関係）     (表) 

 

街区基準点使用承認書 
 

使用承認番号 豊地第  号  

  年 月 日  

 

      

     様 

 

豊岡市長             

 

     年  月  日付けで申請のあった街区基準点の使用について、下

記のとおり承認します。 

 

記 

 

使 用 目 的  

使 用 期 間   年 月 日から   年 月 日まで（  日間） 

測 量 地 域  

使 用 す る 

街 区 基 準 点  
（計  点） 

測 量 方 法  

測 

量 

作 

業 

機 

関 

名   称 
 

 

担当者氏名 
 

 

所 在 地 

 

 

℡ 

 承認条件 

  １ 裏面記載の街区基準点使用条件を遵守すること。 

  ２ 使用終了後は、街区基準点使用報告書（様式第３号）を提出すること。 

担 当 連 絡 先  
都市整備部 地籍調査課（担当    ） 

℡ ０７９６－２１－９０６４ 

 



(裏) 

街区基準点使用条件 

 

１ 街区基準点の使用にあたっては、作業者は立ち入る施設の管理者にあらかじ

め計画機関名、作業機関名、作業目的、連絡先などを連絡し、立入りの承諾を

得ること。 

２ 施設内の立入りは、日曜祝日を除く午前９時から午後５時までとする。ただ

し、管理者から指定された場合はそれに従うこと。 

３ 作業者は、使用時にこの承認書を常時携行すること。 

４ 使用にあたっては、街区基準点の取扱いに留意し、保全に努めるとともに、

周辺を汚さないよう努めること。 

５ 街区基準点本体及び立ち入った施設に損害を与えた場合は、申請者の責任で

原形復旧すること。 

６ 作業者は、街区基準点の使用に際し、街区基準点の現況を街区基準点現況報

告書（様式第７号）により報告すること。 

７ 作業者は、街区基準点及びその周辺において工事の予定がある場合は、速や

かに連絡すること。 

８ 作業者は、街区基準点の使用を完了したときは、街区基準点の現況を街区基

準点使用報告書（様式第３号）により報告すること。 

 

 

 



様式第３号（第３条関係） 

 

街区基準点使用報告書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

報告者 住  所 

                   氏  名            

                   電話番号 

 

街区基準点の使用結果について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

使 用 目 的  

使 用 期 間   年 月 日から   年 月 日まで（  日間） 

測 量 地 域  

使 用 し た 

街 区 基 準 点  
（計  点） 

使用承認番号 豊地第  号 

測

量

作

業

機

関 

名 称 
 

 

担当者氏名 
 

 

所 在 地 

 

 

℡ 

使 用 結 果 

（精 度） 

No.   ～ No.   相対精度１: 

No.   ～ No.   相対精度１: 

No.   ～ No.   相対精度１: 

No.   ～ No.   相対精度１: 

特 記 事 項 
（故障点、異状点の状況を記載） 

添 付 書 類 
１ 精度管理表 

２ 成果表、網図の写しなど 



様式第４号（第４条関係） 

 

街区基準点使用包括承認申請書 
 

  年 月 日  

 

 豊岡市長 様 

 

              申請者 住   所 

名   称    土地家屋調査士会 

                  会   長 

                  担当者氏名 

                  電 話 番 号 

 

豊岡市街区基準点管理保全要綱第４条第１項の規定により街区基準点の使用

について、下記のとおり包括承認を申請します。 

 

記 

 

使 用 目 的  

使 用 期 間   年 月 日から   年 月 日まで（  日間） 

測 量 地 域 豊岡市域 

使 用 す る 

街 区 基 準 点  

豊岡市が成果の管理を行っている街区基準点 

（使用時点で街区基準点として取扱われている点に限る） 

測 量 方 法  

測 量 作 業 

担 当 者 氏 名  
   土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士 

備 考 
 

 

公印の押印要否 
街区基準点使用包括承認書に市長印の押印は 

（ 必要 ・ 不要 ） 

※１…市の判断により対象とする街区基準点を限定することができる。 

※２…包括承認の使用期間及び報告期日は、申請者と市の協議により定める。 



様式第５号（第４条関係）     (表) 

 

街区基準点使用包括承認書 
 

使用承認番号 豊地第  号  

  年 月 日  

 

  土地家屋調査士会 

会長          様 

 

豊岡市長             

 

  年 月 日付けで申請のあった街区基準点の使用について、下記のとお

り包括承認します。 

 

記 

 

使 用 目 的  

使 用 期 間   年 月 日から   年 月 日まで（  日間） 

測 量 地 域 豊岡市域 

使 用 す る 

街 区 基 準 点  

豊岡市が成果の管理を行っている街区基準点 

（使用時点で街区基準点として取扱われている点に限る） 

測 量 方 法  

測 量 作 業 

担 当 者 氏 名  
  土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士 

 承認条件 

  １ 裏面記載の街区基準点使用条件を遵守すること。 

  ２ 使用終了後は、街区基準点使用包括報告書（様式第６号）を提出する

こと。 

担 当 連 絡 先  
都市整備部 地籍調査課（担当    ） 

℡ ０７９６－２１－９０６４ 

※１…市の判断により対象とする街区基準点を限定することができる。 

※２…包括承認の使用期間及び報告期日は、申請者と市の協議により定める。 



(裏) 

街区基準点使用条件 

 

１ 街区基準点の使用にあたっては、作業者は立ち入る施設の管理者にあらかじ

め計画機関名、作業機関名、作業目的、連絡先などを連絡し、立入りの承諾を

得ること。 

２ 施設内の立入りは、日曜祝日を除く午前９時から午後５時までとする。ただ

し、管理者から指定された場合はそれに従うこと。 

３ 作業者は、土地家屋調査士会員証を常時携行すること。 

４ 使用にあたっては、街区基準点の取扱いに留意し、保全に努めるとともに、

周辺を汚さないよう努めること。 

５ 街区基準点本体及び立ち入った施設に損害を与えた場合は、申請者の責任で

原形復旧すること。 

６ 作業者は、街区基準点の使用に際し、街区基準点の現況を街区基準点現況報

告書（様式第７号）により報告すること。 

７ 作業者は、街区基準点及びその周辺において工事の予定がある場合は速やか

に連絡すること。 

８ 作業者は、街区基準点の使用を完了したときは、街区基準点の現況を街区基

準点使用包括報告書（様式第６号）により報告すること。 

 

 



様式第６号（第４条関係） 

 

街区基準点使用包括報告書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

報告者 住  所 

                   氏  名           

                   電話番号 

 

街区基準点の使用結果について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

使用した街区基準点 

記入に関する注意事項 

※使用目的欄には、次のいずれかに該当する番号を〇で囲んでください。 

１ 地積測量図作成のために使用した点 

２ 点検のために使用した点 

３ 異状のため使用を断念した点 

※地積測量図に使用した場合は、備考欄に所在地番を記入すること。 

使用点名 使用年月日 使用目的 備考 

   年 月 日 １・２・３  

    

    

    

    

    

    

    

 



様式第７号（第５条関係）     (表) 

 

街区基準点現況報告書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

報告者 住  所 

                   氏  名            

                   電話番号 

 

               調査年月日 自：  年 月 日 

至：  年 月 日 

 

測量に使用した街区基準点の現況について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

使用承認番号 豊地第  号 

測量作業機関 

名   称 
 

 

担当者氏名 
 

 

所 在 地 

 

 

℡ 

街  区  基  準  点 
現  況 備  考 

等 級 種 類 標 識 番 号 

     

     

     

     

     

     



(裏) 

 

現況の欄等の記載については、次に掲げるとおりとする。 

 

１ 「正常」 点の記等により金属標が正常と判断されるもの 

 

２ 「異状」 次の各号のいずれかに該当するもの 

⑴「亡失」    金属標がなくなっていることを確認したもの 

または、金属標はあるが、その位置が測量成果の標示

する位置と異なっていることが点の記等で明らかである

もの（この場合には、備考欄に「成果異状」と記載する。） 

⑵「不明」    金属標が発見できず、亡失していることが確認できな

いもの 

⑶「傾斜」    金属標が傾斜しているため、復旧が必要と判断される

もの 

⑷「要移転」   金属標は正常であるが、現状のままでは将来における

保存の継続が見込まれず、移転が必要と判断されるもの 

⑸「埋没」    金属標が地中に埋没しており、高上又は保護策が必要

と判断されるもの 

⑹「露出」    金属標が著しく露出しており、低下又は保護策が必要

と判断されるもの 

⑺「金属標き損」 金属標がき損しているため、補修が必要と判断される

もの 

 

３ 「要安全処置」 街区基準点が車道内、歩道内その他車輌、人の通行が煩

雑なところにあり、事故のおそれ等がある場合は、備考欄 

 

 



様式第８号（第６条関係） 

 

街区基準点座標証明書交付申請書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

申請者 住  所 

                   氏  名           

                   電話番号 

 

街区基準点座標証明書の交付を申請します。 

 

記 

 

申請理由 

□登記申請のため 

□境界確認のため 

□公共基準点等を使用した測量のため 

□その他（                    ） 

申請する 

街 区 基 準 点 番号  

 

 

（計  点） 

 

 

 

※担当課記入欄 

300円×  点 交付手数料 取扱者 

 

円 

 

 

 



様式第９号（第７条関係） 

 

街区基準点の測量成果及び測量記録閲覧申請書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

申請者 住  所 

                   氏  名           

                   電話番号 

 

街区基準点及び接点、補助点等について、測量成果及び測量記録の閲覧を申

請します。 

 

記 

 

申請理由 

□境界確認のため 

□公共基準点等を使用した測量のため 

□その他（                    ） 

申請する 

街 区 基 準 点 、及び

接点、補助点等の番

号 

 

 

 

 

 

 

※担当課記入欄 

閲覧１回につき300円 

＋(白黒複写＠10円× 枚) 

＋(ｶﾗｰ複写 ＠50円× 枚) 

閲覧手数料 複写料（雑入) 取扱者 

 

円 

 

円 

 

※市ホームページに掲載している街区基準点等の閲覧手数料は無料です。 

ただし、複写を希望する場合には、複写料が必要です。 



様式第10号（第８条関係） 

 

街区基準点付近での工事施工届出書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

届出者 住  所 

氏  名            

電話番号 

 

豊岡市街区基準点管理保全要綱第８条第１項の規定により下記のとおり届け

出ます。 

 

記 

 

工 事 件 名   

工 事 場 所  豊岡市             番地 

工 事 期 間     年 月 日から   年 月 日まで（  日間） 

工 事 概 要   

街区基準点番号  

占

用

企

業

者 

名 称  

代表者氏名  

所 在 地 

 

 

℡ 

工

事

請

負

者 

名 称  

担当者氏名  

所 在 地 

 

 

℡ 

添 付 図 書 

１ 位置図  ２ 断面図  ３ 平面図  ４ 引照点図 

５ 写真（街区基準点、その周辺及び全引照点が確認でき 

るもの） 



様式第11号（第８条関係） 

 

街区基準点付近での工事完了報告書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

報告者 住  所 

氏  名            

電話番号 

 

  年 月 日付けで届け出た街区基準点付近での工事が完了しましたの

で、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

工 事 件 名   

工 事 場 所  豊岡市              番地 

工 事 期 間     年 月 日から   年 月 日まで（  日間） 

街区基準点番号  

街 区 基 準 点  

の 状 況 

⑴ 測量標のき損状態： 

⑵ 構造物のき損状態： 

⑶ その他： 

工

事

請

負

者 

名   称 
 

 

担当者氏名 
 

 

所 在 地 

 

 

℡ 

添 付 図 書 

１ 完了写真（街区基準点及びその周辺が確認できるもの） 

２ 引照点図（着工前及び完了後が対比できるもの） 

３ その他街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果 



様式第12号（第８条関係） 

 

街区基準点復旧承認申請書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

申請者 住  所 

氏  名            

電話番号 

 

工事により異状を来した街区基準点の復旧について、豊岡市街区基準点管理

保全要綱第８条第３項の規定により承認を受けたいので、下記のとおり申請し

ます。 

 

記 

 

復 旧 理 由  

復 旧 内 容  

復 旧 場 所 豊岡市             番地 

復 旧 す る 

街 区 基 準 点  
 

復 旧 期 間    年 月 日から   年 月 日まで（  日間） 

復

旧

工

事

請

負

者 

名 称 
 

 

代表者氏名 
 

 

所 在 地 

 

 

℡ 

備   考 
 

 

公印の押印要否 街区基準点復旧承認書に市長印の押印は（ 必要 ・ 不要 ） 

 



様式第13号（第８条関係） 

 

街区基準点復旧承認書 
 

復旧承認番号 豊地第  号 

  年 月 日 

 

      

     様 

 

豊岡市長             

 

  年 月 日付けで申請のありました街区基準点の復旧については、下記

のとおり承認します。 

 

記 

 

承認事項 

復 旧 内 容  

復 旧 場 所 豊岡市     番地先 

復 旧 す る 

街 区 基 準 点  
 

復旧完了期限     年  月  日 

 承認条件 

１ 街区基準点の再利用が困難な場合は、市の担当課へ連絡してください。 

２ 街区基準点設置工事完了後は、速やかに街区基準点移転等工事完了報

告書（様式第17号）を提出し、市の検査を受けてください。 

３ 検査に合格したときには、速やかに市へ街区基準点を引き渡してくだ

さい。 

４ 承認後、承認内容に変更が生じた場合は、その旨を速やかに市長へ届

け出て、協議してください。 

担 当 連 絡 先  
都市整備部 地籍調査課（担当     ） 

℡ ０７９６－２１－９０６４ 



様式第14号（第９条関係） 

 

街区基準点（一時撤去・移転）承認申請書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

申請者 住  所 

                   氏  名            

                   電話番号 

 

工事により支障となる街区基準点の（一時撤去・移転）について、豊岡市街

区基準点管理保全要綱第９条第１項の規定により承認を受けたいので、下記の

とおり申請します。 
 

記 
 

一時撤去・移転理由  

工 事 件 名  

工 事 場 所 豊岡市            番地 

一時撤去・移転する 

街 区 基 準 点  
 

移 転 す る 場 合 の 

移 転 候 補 地  
豊岡市            番地 

工 事 期 間   年 月 日から  年 月 日まで 

一時撤去・移転期間   年 月 日から  年 月 日まで 

工

事

請

負

者 

名   称 
 

 

担当者氏名 
 

 

所 在 地 
 

℡ 

添 付 図 書 

１ 位置図  ２ 平面図 

３ 写真（街区基準点、及びその周辺が確認できるもの） 

４ 再設置位置図（新旧位置の関係が確認できるもの） 

備 考 
※現状等を記載する 

 

公印の押印要否 
街区基準点（一時撤去・移転）承認書に市長印の押印は 

（ 必要 ・ 不要 ） 



様式第15号（第９条関係） 

 

街区基準点（一時撤去・移転）承認書 
 

一時撤去・移転承認番号 豊地第  号  

  年 月 日  

 

      

     様 

 

豊岡市長             

 

  年 月 日付けで申請のありました街区基準点の（一時撤去・移転）に

ついては、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

承認事項 

移 転 先 豊岡市        番地先 

一時撤去・移転する

街 区 基 準 点  
 

完 了 期 限   年 月 日 

 承認条件 

１ 再設置位置については、舗装復旧する前に必ず連絡してください。 

２ 街区基準点の再利用が困難な場合は市担当課へ連絡してください。 

３ 街区基準点設置工事完了後は、速やかに街区基準点移転等工事完了報

告書（様式第17号）を提出し、市の検査を受けてください。 

４ 検査に合格したときには、速やかに市へ街区基準点を引き渡すことと

します。 

５ 一時撤去の中止等、協議内容に変更が生じた場合は、速やかに市担当

課に連絡してください。 

担 当 連 絡 先  
都市整備部 地籍調査課（担当     ） 

℡ ０７９６－２１－９０６４ 

 



様式第16号（第９条関係） 

 

街区基準点（一時撤去・移転）請求書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

請求者 住  所 

                   氏  名            

                   電話番号 

 

豊岡市街区基準点管理保全要綱第９条第３項の規定により街区基準点の（一

時撤去・移転）について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

一時撤去・移転理由 
 

 

請 求 場 所 豊岡市            番地 

一時撤去・移転を  

求める街区基準点  
 

一時撤去・移転を  

求 め る 期 間  
  年 月 日から   年 月 日まで 

備 考 
 

 

 



様式第17号（第12条関係） 

 

街区基準点移転等工事完了報告書 
 

  年 月 日  

 

豊岡市長 様 

 

報告者 住  所 

                   氏  名            

                   電話番号 

 

  年 月 日付け豊地第  号で承認を受けた街区基準点の（復旧・一時

撤去・移転）について、移転等工事が完了しましたので、下記のとおり報告し

ます。 

 

記 

 

工 事 件 名  

工 事 場 所 豊岡市            番地 

設 置 工 事 完 了 日   年 月 日 

設置街区基準点番号 
 

 

工

事

請

負

者 

名   称 
 

 

担当者氏名 
 

 

所 在 地 

 

 

℡ 

添  付  図  書 

１ 完了写真（移転等工事の品質、出来形、工程及び工

事実施状況が確認できるもの） 

２ 測量成果品一式 

 

 


